
会  議  録 

会 議 名 令和 7年 4月第 1回 選挙管理委員会 

開催日時 令和 7年 4月 12日（土） 10時 00分～11時 20分 

開催場所 丸亀市役所 4階 403会議室 

出 席 者 

【出席委員】 直江 安俊  丸尾 良一  神原 太一  佐藤 めぐみ 

【事 務 局】 局長 治郎座 涼子  次長 香川 賢史  書記 佐々木 拓哉 

       書記 造田 智士 

議 題 等 

【議 題】 

(1) 丸亀市長・市議会議員選挙の選挙時登録について 

(2) 丸亀市長・市議会議員選挙に係る告示について 

【連絡事項】 

(1) 投票所巡視について 

(2) 当選証書付与 

(3) 令和 7年度中の事務予定 

傍 聴 者 なし 

発 言 者 議事の概要及び発言の要旨 

直江委員長 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

直江委員長 

令和 7年 4月第 1回選挙管理委員会を開催いたします。 

本日の議題について、事務局から説明をお願いします。 

 

〔議題説明〕 

(1) 丸亀市長・市議会議員選挙の選挙時登録について 

公職選挙法第 22 条第 3 項の規定に基づき、令和 7 年 4 月 20 日執行の丸亀市長市議会

議員選挙における選挙人名簿に登録される資格を有する者を、4月 12日に登録いたした

い。 

これに伴い、選挙人連署の基準となる 50分の 1の数、6分の 1の数及び 3分の 1の数

を告示いたしたい。（丸亀市長・市議会議員選挙告示第 7号） 

あわせて、香川県選挙管理委員会に「選挙人名簿登録人員に関する調」を提出いた 

したい。 

ご異議はありますか。 



 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（異議なし） 

異議等ないようですので、次に議題(2)について説明をお願いします。 

(2) 丸亀市長・市議会議員選挙に係る告示について 

専決処分を行った丸亀市長・市議会議員選挙告示第 2 号から第 6 号について承認いた

だきたい。 

第 2号  登録の移替えをしない期間 

第 3号  被登録資格基準日及び登録日 

第 4号  ポスター掲示場設置場所 

第 5号  ポスター掲示開始期日 

第 6号  不在者投票用紙及び投票用封筒の郵便による発送 

丸亀市長・市議会議員選挙告示第 7号から第 27号について告示いたしたい。 

第 7号  選挙人連署の基準となる数（議題 1） 

第 8号  選挙執行の日 

第 9号  選挙長及び同職務代理者の選任 

第 10号 選挙長の事務を取り扱う場所 

第 11号 投票用紙の様式 

第 12号 投票用紙に押すべき印 

第 13号 投票の順序 

第 14号 氏名掲示の順を定めるくじ執行の日時・場所等 

第 15号 不在者投票用紙及び不在者投票用封筒の交付場所 

第 16号 期日前投票所指定 

第 17号 期日前投票管理者及び同職務代理者の選任 

第 18号 投票所の設置場所 

第 19号 投票所開閉時刻の繰り上げ 

第 20号 投票管理者及び同職務代理者の選任 

第 21号 開票事務と選挙会事務との合同 

第 22号 選挙会の日時・場所 

第 23号 選挙公報掲載文申請期限 

第 24号 選挙公報掲載順序のくじ 

第 25号 選挙運動費用の制限額 

第 26号 実費弁償及び報酬の額 



 

直江委員長 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

直江委員長 

第 27号 選挙運動に関する収支報告書の要旨の公表 

ご異議はありますか。 

（異議なし） 

異議等ないようですので、次に連絡事項について説明を事務局からお願いします。 

 

〔連絡事項説明〕 

(1) 投票所巡視について 

 選挙期日当日の投票所巡視について説明  

(2) 当選証書付与 

令和 7年 4月 21日（月）午後 2時から 201・202会議室で行う予定であることを説明 

(3) 令和 7年度中の事務予定 

令和 7年度中の事務予定について説明 

 

令和 7年 4月第 1回選挙管理委員会を閉会いたします。 

 


